
お知らせ 

アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型） 
及び 

アジア・オセアニア好配当成長株オープン（1年決算型） 
に関する重要なお知らせ 

2020年8月7日 

 当行取り扱いの投資信託商品「アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）」及び「同（1年決算

型）」が主要投資対象とするファンドの運用会社であるイーストスプリング・インベストメンツ株式会社が金融庁

から本年4月3日付で行政処分を受けました。 

 当該行政処分に伴い調査が行われた結果、「アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）」及び

「同（1年決算型）」の受益者さまに不利益が生じていたことが判明いたしました。 

つきましては、受益者さまに生じた不利益を解消するため、以下の対応を行いますのでお知らせいたします。 

なお、詳細につきましては、委託会社からのお知らせをご覧ください。 

《受益者さまの不利益解消のための対応》 

①同ファンドを保有中のお客さま

  2020年7月2日以前にご購入（約定）されたお客さまにつきましては、2020年7月3日に不利益相当額を 

  ファンドに弁済しており、相当額の基準価額上昇により不利益は解消しております。 

②同ファンドを過去一定期間内に解約されたお客さま

 該当のお客さまへは、当行よりご連絡を差し上げたうえで、売却された口数分の不利益相当額をご返金 

  いたします。 

ご購入いただきましたお客さまには、大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 

以上 

本件に関するお問い合わせ先 

福岡中央銀行 国際証券部  
電話番号：092-751-4435   受付時間：平日9：00～17：00（銀行休業日を除きます） 


